
 

 名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条 

例をこ 

を改正する条例をここに公布する。 

    

 

   

  令和 7年12月18日 

 

 

                 名古屋市長  広  沢  一  郎 

 

 

 

 

 

   名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

      条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

26年名古屋市条例第58号）の一部を次のように改正する。 

 第 2条の表中 

                「 

保育士（法第18条の27第 1 

項に規定する認定地方公共 

団体（以下「認定地方公共 

団体」という。）の区域内 

又は児童福祉法等の一部を 

改正する法律（令和 7年法 

律第29号。以下この項にお 

いて「改正法」という。） 

 

 

名古屋市条例第66号



  

 

 

「 

保育士（特区法第12条の 5 

第 5項に規定する事業実施 

区域内にある家庭的保育事 

業を行う場所にあっては、 

保育士又は当該事業実施区 

域に係る国家戦略特別区域 

限定保育士）又は保育士と 

同等以上の知識及び経験を 

有すると市町村長が認める 

者 

              」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

      」 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

を                  に改める。 

附則第12条の規定による改 

正前の特区法（以下この項 

において「施行日前国家戦 

略特別区域法」という。） 

第12条の 5第 3項に規定す 

る事業実施区域であった区 

域（以下「事業実施区域」 

という。）内にある家庭的 

保育事業を行う場所にあっ 

ては、保育士、当該認定地 

方公共団体の区域に係る法 

第18条の29に規定する地域 

限定保育士（以下「地域限 

定保育士」という。）又は 

当該事業実施区域に係る改 

正法附則第15条第 1項の規 

定によりなおその効力を有 

するものとされる施行日前 

国家戦略特別区域法第12条 

の 5第 2項に規定する国家 

戦略特別区域限定保育士（ 

以下「国家戦略特別区域限 

定保育士」という。））又 

は保育士と同等以上の知識 

及び経験を有すると市町村 

長が認める者 

 


